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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月3日(2011.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｉ）α－オレフィンと不飽和カルボン酸とのコポリマーと、中和剤との反応生成物であ
る、α－オレフィンと不飽和カルボン酸との少なくとも部分的に中和されたコポリマーと
、
　ｉｉ）成膜添加剤と、
　ｉｉｉ）硬化剤と
を含む水性分散液である電着可能な組成物。
【請求項２】
　ｉ）α－オレフィンおよび不飽和カルボン酸を含む少なくとも部分的に中和されたコポ
リマーと、
　ｉｉ）Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルオクタデシルアミン、Ｎ，
Ｎ－ジデシルメチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチル
シクロヘキシルアミン、トリオクチルアミンおよびこれらの組み合わせからなる群から選
択される成膜添加剤と、
　ｉｉｉ）過酸化亜鉛と
を含む電着可能な水性分散液。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００８１】
　これらの試験結果によれば、後に市販のコーティング組成物でコートされる上述した電
着可能な組成物の乾燥架橋層を有する基材は、優れた耐食性および耐チップ性を有してい
ることが分かる。これらの試験については、６ｍｍ以下の加速腐食スコアだと試験に合格
と考えられ、７以上の耐チップ性だと合格したものと考える。
　次に、本発明の態様を示す。
１.　ｉ）α－オレフィンと不飽和カルボン酸とのコポリマーと、中和剤との反応生成物
である、α－オレフィンと不飽和カルボン酸との少なくとも部分的に中和されたコポリマ
ーと、
　ｉｉ）成膜添加剤と、
　ｉｉｉ）硬化剤と
を含む水性分散液である電着可能な組成物。
２.　前記コポリマーが、無機塩基、有機塩基およびこれらの組み合わせからなる群から
選択される中和剤で中和されている上記１に記載の電着可能な組成物。
３.　前記中和剤が、Ｎ（Ｒ2）3であり、式中、各Ｒ2は、Ｈ、ＣＨ3、ＣＨ2ＣＨ3、ＣＨ2

ＣＨ2ＣＨ3、ＣＨ（ＣＨ3）2、ＣＨ2ＯＨ、ＣＨ2ＣＨ2ＯＨ、ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2ＯＨ、ＣＨ

2ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ3、ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2ＯＨおよびＣＨ（ＯＨ）ＣＨ2ＣＨ3からなる群
から独立して選択され、前記成膜添加剤は、Ｎ（Ｒ3）（Ｒ4）（Ｒ5）であり、式中、Ｒ3

およびＲ4は、それぞれ独立して、水素、あるいは－ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ3、－ＣＨ2ＣＨ2

ＣＨ3、－ＣＨ（ＣＨ3）2またはＣ3－Ｃ20直鎖、分岐または環状アルキル基からなる群か
ら選択されるアルキル基であるか、または式中、Ｒ3およびＲ4は一緒になって、少なくと
も４個の炭素原子を有する環を形成してもよく、式中、Ｒ5はＣ4－Ｃ20直鎖、分岐または
環状アルキル基である上記１に記載の電着可能な組成物。
４.　前記硬化剤が、過酸化物である上記１に記載の電着可能な組成物。
５.　前記硬化剤が、金属過酸化物である上記４に記載の電着可能な組成物。
６.　前記硬化剤が、過酸化亜鉛である上記５に記載の電着可能な組成物。
７.　（ａ）５～２５重量パーセントのコポリマーが、重量不飽和カルボン酸モノマーか
ら誘導されるように、不飽和カルボン酸モノマーが前記コポリマーに組み込まれ、（ｂ）
前記コポリマーの中和前のメルトインデックスが、１０～１０００である上記１に記載の
電着可能な組成物。
８.　前記中和剤および前記成膜添加剤が、α－オレフィンおよび不飽和カルボン酸を含
む前記コポリマーのカルボン酸基の３０～１５０パーセントの範囲で理論的に中和可能な
量で存在する上記１に記載の電着可能な組成物。
９.　前記中和剤が、前記中和剤および成膜添加剤の総重量を基準にして、１～９９重量
パーセントの量で存在する上記８に記載の電着可能な組成物。
１０.　ｉ）α－オレフィンおよび不飽和カルボン酸を含む少なくとも部分的に中和され
たコポリマーと、
　ｉｉ）Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルオクタデシルアミン、Ｎ，
Ｎ－ジデシルメチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチル
シクロヘキシルアミン、トリオクチルアミンおよびこれらの組み合わせからなる群から選
択される成膜添加剤と、
　ｉｉｉ）過酸化亜鉛と
を含む電着可能な水性分散液。
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